
十島村運動会等参加費助成事業リーフレット　Ver.01

※補助額は運賃及び宿泊費とも10円未満切り捨て。

※交付決定又は変更交付決定の時点で概算払いを受けることができます。

（補助対象及び補助額）

●Ｆとしま２二等旅客

往復運賃の７割

●標準的な宿泊費の5割

（対象となる学校行事）

●運動会

●文化祭

(補助対象団体)

地域づくり組織に関する

要綱第3条に規定される組織

各島1団体

(目的)

島外からの学校行事参加を援

助することを通じて、学校や地

域活動の活性化を図ります。

目的
対象

団体

対象

経費

対象

行事

（1）十島村運動会等参加費助成事業補助金交付申請書（様式第１号）

（2）事業費の内訳（様式第２号）

（3）参加者名簿

⇙交付決定
（事業内容の変更の場合）

計画変更申請書（様式第４号）
⇙変更交付決定

十島村運動会等参加費補助金交付（精算・概算）払い請求書

（様式第8号）

（1）十島村運動会等参加費助成事業実績報告書（様式第６号）

（2）事業費の内訳（様式第２号）

（3）参加者名簿及び領収書 ⇙確定通知

申請・受給までの流れ


